
5 月 29日（金）より
気象の警報などが大きく変わります
　新たな防災気象情報では、住民がとるべき行動と５段階の警戒レベルが整合されて、大雨などの
災害発生の危険度の高まりに応じた各情報（河川氾濫など）が気象台から発表されます。
　これにより、市が発令する避難指示等の避難情報と市民の皆様がとるべき避難行動との関係が分
かりやすくなります。令和 8 年 5 月 29 日（金）より運用開始です。

Pick Up
３

詳しくは
国HPから

問 総務課 安心安全係　 ☎内線 223

■ ポイント
●注意報の情報名に
　「レベル」が付記
（例）
　レベル２大雨注意報
　レベル５大雨特別警報

●「警戒レベル４相当」
 　の情報は「危険警報」
 　として発表

令
和
８
年
度
特
設
人
権
相
談
所

の
開
設
日

　
い
じ
め
や
虐
待
、
嫌
が
ら
せ
、
誹
謗
中

傷
や
差
別
等
の
人
権
問
題
で
お
困
り
の
方

は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
相
談
員

　
相
談
に
は
垂
水
市
長
が
推
薦
し
、
法
務

　
大
臣
が
委
嘱
し
た
人
権
擁
護
委
員
が
応

　
じ
ま
す
。
な
お
、
相
談
者
の
秘
密
は
固

　
く
守
ら
れ
ま
す
。

■
相
談
料
　
無
料

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課
　
相
談
係
　
☎
内
線
１
４
６

相談所開設日 場所 相談所開設日 場所

05月 8日（金） 境地区公民館 11月13日（金） 協和地区公民館

06 月 09 日（火） 新城地区公民館 12月 8日（火） 垂水市市民館

07月10日（金） 柊原地区公民館 01月15日（金） 松ヶ崎地区
公民館

08月04日（火） 垂水市市民館 02月 9日（火） 水之上地区
公民館

09月11日（金） 大野地区公民館 03月12日（金） 垂水市市民館

10月13日（火） 牛根地区公民館 ※ 相談時間は 10 時 ～ 15 時
　（正午 ～ 13 時は除く）

令和８年経済センサス活動調査に
ご協力ください
　全国すべての事業所・企業を対象に、経済活動の実態を把握するため、５年に一度の「令和８年経
済センサス活動調査」が行われます。

Pick Up
２

詳しくは
国HPから

問 国コンタクトセンター（土日祝日を除く 9 ～ 18 時）
・調査全般に関すること ☎ 0120-138-102　・インターネット回答に関すること ☎ 0120-319-502

※支所を有する事業所は、黄色の封筒が本社に
　郵送されますので、支所分も併せて、インター
　ネットでの回答をお願いします。

６月８日までにインターネットでご回答くださ
い。難しい場合は、調査員が訪問のうえ、調査
票の回収と確認を行います。

４
月
か
ら
農
地
バ
ン
ク
を
経
由

し
た
農
地
の
貸
し
借
り
は
農
業

委
員
会
が
窓
口
で
す

　
農
地
バ
ン
ク
と
は
、
農
地
所
有
者
と
耕

作
者
の
仲
介
役
と
し
て
、
所
有
者
か
ら
農

地
を
借
り
受
け
、
耕
作
者
へ
貸
し
出
す
公

的
機
関
で
す
。

　
鹿
児
島
県
で
は
、
公
益
財
団
法
人
鹿
児

島
県
地
域
振
興
公
社
が
農
地
バ
ン
ク
と
し

て
認
可
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
令
和
８
年
４
月
か
ら
、
農
地
バ
ン
ク
を

経
由
し
た
農
地
の
貸
し
借
り
は
、
農
業
委

員
会
が
窓
口
と
な
り
ま
し
た
。
農
地
を
貸

し
た
い
、
借
り
た
い
と
い
っ
た
相
談
は
、

お
近
く
の
農
業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
、
農
業
委
員
会
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

■
メ
リ
ッ
ト

●
農
地
所
有
者
（
貸
し
手
）

・
安
心
し
て
貸
出
で
き
る
。

・
賃
料
は
農
地
バ
ン
ク
か
ら
ま
と
め
て
支
払

わ
れ
、
契
約
期
間
満
了
後
に
農
地
は
確
実

に
戻
る
。

●
耕
作
者
（
借
り
手
）

・
複
数
借
り
受
け
る
場
合
で
も
、
農
地
バ

ン
ク
が
ま
と
め
て
賃
料
の
支
払
等
を
行
う

の
で
、
事
務
が
軽
減
さ
れ
る
。

・
農
地
を
集
積
・
集
約
す
る
こ
と
で
農
作
業

の
効
率
化
や
生
産
性
の
向
上
が
図
ら
れ
る
。

■
そ
の
他

・
現
在
結
ん
で
い
る
利
用
権
設
定
に
よ
る
貸

借
契
約
は
、
契
約
期
間
満
了
日
ま
で
有
効

で
す
。

・
農
地
法
第
３
条
に
基
づ
く
貸
借
契
約
は
、

そ
の
ま
ま
継
続
さ
れ
ま
す
。

※
ご
相
談
を
受
け
て
か
ら
契
約
締
結
ま
で

　
４
か
月
程
度
か
か
り
ま
す
。

※
相
談
内
容
は
、
必
要
に
応
じ
て
地
区
の

　
農
業
委
員
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委

　
員
へ
お
繋
ぎ
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◎
相
談
・
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
垂
水
市
農
業
委
員
会
　
☎
内
線
２
３
２

令
和
８
年
度
軽
自
動
車
税

■
納
期
限
　
６
月
１
日
（
月
）

※
納
税
通
知
書
：
５
月
上
旬
発
送

■
減
免
手
続

　
障
害
者
の
方
が
所
有
者
・
使
用
者
（
納

　
税
義
務
者
）
で
あ
る
軽
自
動
車
は
減
免

　
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
期
限
　
６
月
１
日
（
月
）

※
昨
年
度
ま
で
に
減
免
を
受
け
た
方
は
申

　
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
車
両
に

　
異
動
が
あ
れ
ば
再
申
請

　
が
必
要
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課
　
市
民
税
係

　
☎
内
線
１
３
０
・
１
３
１

▲ 詳しくは
　 こちらへ

自
動
車
税
の
納
付
に
つ
い
て

　
令
和
８
年
４
月
１
日
現
在
で
運
輸
支
局

に
登
録
さ
れ
て
い
る
、
自
動
車
の
所
有
者

ま
た
は
使
用
者
の
方
に
自
動
車
税
の
納
税

通
知
書
が
届
き
ま
す
。

■
納
付
期
限

　
６
月
１
日
（
月
）

■
納
付
方
法

　
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

※
必
ず
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

※
転
居
の
た
め
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い

　
方
、
納
税
に
つ
い
て
ご
相
談
が
あ
る
方

　
は
、
鹿
児
島
県
大
隅
地
域
振
興
局
総
務

　
企
画
部
県
税
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
納
付
方
法
や
減
免
制
度
等
の
詳
細
は
、　

　
鹿
児
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く

　
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
鹿
児
島
県
大
隅
地
域
振
興
局

　
総
務
企
画
部
　
県
税
課

　
☎
０
９
９
４

－

52

－

2
0
9
4

▲ 詳しくは
　 こちらへ
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